
農林水産省政策評価基本計画

平 成 2 7 年 ３ 月 3 1 日
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１
．

政
策

評
価

と
は

○
行

政
機

関
が

行
う

政
策

の
評

価
に

関
す

る
法

律
（
平

成
1
3
年

法
律

第
8
6
号

）

政
策

評
価

制
度

の
根

拠
政

策
評

価
制

度
の

根
拠

政
策

評
価

の
在

り
方

政
策

評
価

の
在

り
方

○
行

政
機

関
は

、
そ

の
所

掌
に

係
る

政
策

に
つ

い
て

、
適

時
に

、
そ

の
政

策
効

果
を

把
握

し
、

こ
れ

を
基

礎
と

し
て

、
必

要
性

、
効

率
性

又
は

有
効

性
の

観
点

等
か

ら
自

ら
評

価
し

、
そ

の
評

価
の

結
果

を
当

該
政

策
に

適
切

に
反

映
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（
法

第
３

条
）

○
効

率
的

で
質

の
高

い
行

政
、

成
果

重
視

の
行

政
の

推
進

政
策

評
価

の
目

的
政

策
評

価
の

目
的

○
行

政
機

関
の

長
は

、
政

策
評

価
を

計
画

的
か

つ
着

実
に

実
施

す
る

た
め

、
基

本
計

画
（

３
～

５
年

間
）

、
実

施
計

画
（

毎
年

）
を

策
定

。
（
法

第
６

条
及

び
第

７
条

）

○
国

民
に

対
す

る
行

政
の

説
明

責
任

の
徹

底
（
法

第
１

条
、

政
策

評
価

に
関

す
る

基
本

方
針

（
閣

議
決

定
）
）

○
政

策
の

企
画

立
案

や
政

策
に

基
づ

く
活

動
を

的
確

に
行

う
た

め
の

重
要

な
情

報
を

提
供

。
（
政

策
評

価
に

関
す

る
基

本
方

針
（
閣

議
決

定
）
）
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２
．

政
策

評
価

の
仕

組
み

実
施

実
施

評
価

評
価

改
善

改
善

企
画

立
案

企
画

立
案

各
府

省

○
総

務
省

は
、

各
行

政
機

関
と

は
異

な
る

評
価

専
担

組
織

と
し

て
、

各
府

省
が

行
う

評
価

の
点

検
等

を
実

施
。

○
各

府
省

は
、

自
ら

の
政

策
を

評
価

す
る

が
、

客
観

的
か

つ
厳

格
な

実
施

を
確

保
す

る
た

め
、

学
識

経
験

を
有

す
る

者
の

知
見

の
活

用
を

図
る

必
要

。

学
識

経
験

者

評
価

の
点

検

（
D
o
）

（
C
h
e
c
k
）

（
A
c
ti
o
n
）

（
P
la
n
）

国
会

へ
の

報
告

国
会

へ
の

報
告

P
D
C
A

サ
イ

ク
ル

評
価

結
果

、
政

策
へ

の
反

映
状

況
の

公
表

評
価

結
果

、
政

策
へ

の
反

映
状

況
の

公
表

意
見

の
聴

取

総
務

省

政
策

評
価

・
独

立
行

政
法

人
評

価
委

員
会

評
価

結
果

の
公

表
、

各
府

省
へ

の
勧

告
評

価
結

果
の

公
表

、
各

府
省

へ
の

勧
告

調
査

審
議

○
基

本
的

事
項

の
企

画
立

案

○
予

算
要

求
等

へ
の

評
価

結
果

の
反

映
の

推
進

○
各

府
省

が
行

っ
た

評
価

の
点

検

○
複

数
府

省
に

ま
た

が
る

政
策

の
評

価
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３
．

政
策

評
価

の
方

式
等

○
評

価
方

式
と

し
て

、
①

実
績

評
価

方
式

、
②

事
業

評
価

方
式

、
③

総
合

評
価

方
式

が
あ

り
、

政
策

の
特

性
に

応
じ

適
切

な
方

式
を

選
択

。

○
評

価
時

期
に

よ
り

、
政

策
決

定
前

に
行

う
「

事
前

評
価

」
と

政
策

決
定

後
に

行
う

「
事

後
評

価
」

に
分

類
。

評
価

の
時

期
評

価
の

時
期

評
価

の
代

表
的

な
方

式
評

価
の

代
表

的
な

方
式

評
価

方
式

対
象

時
点

目
的

方
法

実
績

評
価

主
要

な
一

般
政

策
等

主
に

事
後

政
策

等
の

不
断

の
見

直
し

や
改

善
に

資
す

る
た

め
予

め
目

標
を

設
定

し
、

達
成

度
合

を
定

期
的

に
評

価

事
業

評
価

個
々

の
事

務
事

業
が

中
心

事
前

事
後

事
務

事
業

の
採

否
、

選
択

等
に

資
す

る
た

め
政

策
効

果
や

要
す

る
費

用
等

を
推

計
・

測
定

し
評

価

総
合

評
価

時
々

の
重

要
課

題
等

（
特

定
の

テ
ー

マ
）

主
に

事
後

問
題

点
等

を
把

握
し

、
原

因
を

総
合

的
に

分
析

す
る

た
め

政
策

効
果

の
発

現
状

況
を

様
々

な
角

度
か

ら
掘

り
下

げ
評

価
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４
．

事
業

評
価

の
評

価
制

度

○
土
地
改
良
事
業
に
お
い
て
は
、
事
業
の
申
請
が
あ
っ
た
際
に
、
土
地
改
良
法
令
に
基
づ
き
、
事
業
の
施
行
に
関
す
る
基
本
的
要
件
に
適
合

す
る
か
審
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。

○
ま
た
、
土
地
改
良
事
業
は
、
政
策
評
価
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
農
林
水
産
省
政
策
評
価
基
本
計
画
に
即
し
、
効
果
的
・
効
率
的
な
事
業
の

実
施
と
国
民
へ
の
説
明
責
任
を
果
た
す
観
点
か
ら
、
事
業
採
択
に
際
し
、
事
業
の
必
要
性
、
効
率
性
、
有
効
性
等
に
係
る
評
価
が
行
わ
れ

て
い
る
。

土
地
改
良
法

（
Ｓ
2
4
.
6
.
6
 
公
布
）

○
農
業
者
か
ら
土
地
改
良
事
業
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
専
門
的
知
識

を
有
す
る
技
術
者
の
調
査
報
告
に
基
づ
き
、
国
や
都
道
府
県
は
土
地
改

良
事
業
の
施
行
に
関
す
る
基
本
的
要
件
に
適
合
す
る
か
に
つ
い
て
、
詳

細
な
審
査
を
行
い
、
そ
の
実
施
の
適
否
を
決
定
す
る
こ
と
と
規
定
（
第

8
、
8
6
、
8
7
条
）

土
地
改
良
法
施
行
令

（
S
2
4
.
8
.
4
公
布
）

○
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
関
す
る
基
本
的
要
件
を
規
定
（
第
2
条
）

・
事
業
の
必
要
性

・
技
術
的
可
能
性

・
経
済
性

・
負
担
能
力
の
妥
当
性

・
非
農
用
地
区
域
を
伴
う
土
地
改
良
事
業
の
要
件

（
市
街
化
区
域
と
の
関
係
）

・
環
境
と
の
調
和
へ
の
配
慮

・
総
合
性
（
関
連
事
業
と
の
関
係
）

※
基
本
的
要
件
に
関
し
て
専
門
的
知
識
を
有
す
る
技
術
者
が
調
査

行
政
機
関
が
行
う
政
策
の
評
価
に
関
す
る
法
律

（
H
13
.
6
.
2
9
 
公
布
）

○
政
策
評
価
結
果
の
政
策
へ
の
適
切
な
反
映
に
よ
る
効
果
的
・
効
率
的
な
行
政
の

推
説
明
責
務
全
う
を
目
的
と
し
て
を
規
定
（
第
1
条
）

○
政
令
で
定
め
る
個
々
の
公
共
事
業
を
事
業
評
価
の
対
象
と
す
る
こ
と
を
規
定

○
評
価
書
及
び
評
価
結
果
の
政
策
へ
の
反
映
状
況
を
総
務
大
臣
に
報
告
す
る
と
と

も
に
公
表
す
る
こ
と
等
を
規
定
（
第
3
、
6
、
8
、
9
条
）

政
策
評
価
に
関
す
る
基
本
方
針

（
H
13
.
1
2.
2
8
 
閣
議
決
定
）

○
各
行
政
機
関
が
定
め
る
基
本
計
画
の
指
針
と
な
る
べ
き
事
項
等
を
（
必

要
性
、
効
率
性
、
有
効
性
、
公
平
性
）

行
政
機
関
が
行
う
政
策
の
評
価
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
H1
4
.
3.
2
0
 
公
布
）

○
事
業
費
1
0
億
円
以
上
の
個
々
の
公
共
事
業
等
を
事
前
評
価
の
対
象
と
す

る
こ
と
等
を
規
定
（
第
3
条
）

農
林
水
産
省
政
策
評
価
基
本
計
画

（
H
22
.
8
.1
0
 
農
林
水
産
大
臣
決
定

※
）

○
農
林
水
産
省
政
策
評
価
に
お
け
る
新
た
な
基
本
理
念
の
設
定

○
公
共
事
業
・
研
究
開
発
の
評
価
の
厳
格
化

○
政
策
評
価
に
関
す
る
情
報
公
開
の
徹
底

農
林
水
産
省
政
策
評
価
実
施
計
画

（
H
22
.
8
.1
0
 
農
林
水
産
大
臣
決
定

※
）

○
評
価
の
具
体
的
な
実
施
方
法
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
新
た
な
政

策
評
価
体
系
を
構
築

※
当
初
決
定
は

H
24

.3
.2

9

土
地
改
良
法
の
規
定

政
策
評
価
法
の
規
定
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５
．

事
業

評
価

の
体

系

○
農
業
農
村
整
備
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
効
率
性
及
び
透
明
性
の
一
層
の
向
上
を
図
る
た
め
、
事
業
の
採
択
前
か
ら
完
了
後
に

至
る
ま
で
、
事
業
評
価
を
体
系
的
に
実
施
。

事
業
の
計
画

事
前
評
価

事
業
採
択
時

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

事
業
計
画
策
定
時

費
用
対
効
果
分
析
等

（
結
果
の
公
表
）

事
業
を
実
施
し
な
い

事
業
に
着
手
す
る
妥
当
性
が
あ
る

事
業
採
択
・
着
工

※
H
1
2
年
度
よ
り
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ

る
評
価
を
導
入

※
H
1
9
年
度
よ
り
現
行
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス

ト
を
改
善
し
た
多
段
階
評
価
手
法
を
導

入

事
業
採
択
後

再
評

価
（
結
果
の
公
表
）

事
業
を
継
続

事
業
の
完
了

事
業
完
了
後

一
定
期
間
後

事
後

評
価

（
結
果
の
公
表
）

よ
り
一
層
の
効
果
発
現
の
た
め
、

完
了
地
区
を
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

事
業
計
画
・
事
業
評
価
手
法
の
改

良
の
た
め
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

好
事
例
と
し
て

他
の
地
区
へ
紹
介計
画
に
沿
っ
て
継
続
す
る

妥
当
性
が
あ
る

計 画 変 更

事 業 の 中 止

事
業

評
価

の
流

れ

事 業 実 施 前 の 評 価 事 業 実 施 中 の 評 価 事 業 完 了 後 の 評 価

※
事
前
・
事
後
評
価
は
、
総
事
業
費
1
0億

円
以
上
の
事
業
を
対
象

○
新
規
地
区
の
採
択
や
着
工
に
当
た
っ
て
、
評
価
項
目
を
明
確
化
し
た

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
評
価
を
実
施
。

○
評
価
結
果
に
基
づ
き
、
新
規
地
区
の
採
択
や
着
工
を
決
定
。

○
ま
た
、
事
業
計
画
策
定
時
に
お
い
て
は
、
土
地
改
良
法
に
基
づ
き
、
費
用

対
効
果
分
析
を
含
め
て
土
地
改
良
事
業
計
画
を
審
査
。

【
評
価
内
容
】

事
業
の
必
要
性
、
技
術
的
可
能
性
、
経
済
性
（
費
用
対
効
果
分
析
）

等

○
事
業
着
手
後
1
0
年
経
過
、
そ
の
後
は
５
年
ご
と
に
評
価
を
実
施
。

○
評
価
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
に
応
じ
て
計
画
の
変
更
を
行
う
他
、
必
要
性

の
乏
し
い
事
業
は
中
止
を
決
定
。

【
評
価
内
容
】

事
業
の
進
捗
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
、
費
用
対
効
果
分
析
の
木
曽
と
な

る
要
因
の
変
化

等

○
完
了
後
概
ね
５
年
を
経
過
し
た
事
業
に
つ
い
て
実
施
。

○
評
価
結
果
に
つ
い
て
は
、
事
業
完
了
地
区
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
、
事
業
評

価
手
法
の
改
良
、
事
業
計
画
、
事
業
管
理
手
法
の
改
良
に
評
価
結
果
を
活
用
。

【
評
価
内
容
】

事
業
効
果
の
発
現
状
況
、
施
設
の
管
理
状
況
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
等

事
前
評
価

再
評

価

事
後
評
価
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○
学

識
経

験
を

有
す

る
者

の
知

見
を

活
用

す
る

た
め

、
政

策
評

価
第

三
者

委
員

会
を

2
2
年

８
月

に
設

置
。

委
員

は
、

評
価

す
る

政
策

を
調

査
審

議
し

た
者

を
選

任
し

な
い

等
の

基
本

原
則

に
基

づ
き

、
選

任
。

○
公

共
事

業
や

研
究

開
発

の
評

価
に

当
た

っ
て

は
、

政
策

評
価

第
三

者
委

員
会

に
代

え
て

、
技

術
検

討
会

や
農

林
水

産
技

術
会

議
評

価
専

門
委

員
会

に
お

い
て

意
見

を
聴

取
。

6
．

学
識

経
験

を
有

す
る

者
の

知
見

の
活

用

政
策

評
価

に
関

す
る

第
三

者
委

員
会

等
政

策
評

価
に

関
す

る
第

三
者

委
員

会
等

＜
政

策
担

当
部

局
＞

＜
第

三
者

委
員

会
等

＞

内
局

林
野

庁
水

産
庁

評
価

専
門

委
員

会
（

※
）

・
研

究
開

発
の

評
価

に
対

す
る

意
見

聴
取

政
策

評
価

第
三

者
委

員
会

各
局

庁
技

術
検

討
会

地
方

支
分

部
局

技
術

検
討

会

※
評

価
専

門
委

員
会

は
、

「
農

林
水

産
技

術
会

議
令

」
「

農
林

水
産

省
に

お
け

る
研

究
開

発
評

価
に

関
す

る
指

針
」

に
基

づ
き

設
置

技 術 的 ・ 専 門 的 な

知 見 が 必 要 な 分 野
・

管
轄

す
る

区
域

の
個

別
公

共
事

業
の

評
価

に
対

す
る

意
見

聴
取

・
各

局
庁

が
所

管
す

る
公

共
事

業
の

評
価

に
対

す
る

意
見

聴
取

・
一

般
政

策
（

成
果

重
視

事
業

を
含

む
）

、
税

制
の

評
価

に
対

す
る

意
見

聴
取

（
農

村
振

興
局

、
林

野
庁

、
水

産
庁

）
評 価 に 当 た り

意 見 を 聴 取

（
設

置
根

拠
）

政
策

評
価

基
本

計
画

・
政

策
評

価
の

基
本

的
事

項
に

対
す

る
意

見
聴

取

農
林

水
産

技
術

会
議
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